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(57)【要約】
この発明では、水上プラットフォームに使用される水底
固定用中空ロール及びその施工方法を提供した。内径が
中空ロールよりやや長いスチールロールを水底の支持層
まで打ち込み、固定する。一部のスチールロールを水上
で露出することを確保する。スチールロールの中に溜ま
った水を抽出する。スチール内部の水底沈積物を取り出
す；スチールロールを切断する。底部がシールされた第
一中空ロールを数セクションに分けて水面から下へまっ
すぐにスチールロールにインストール。その中、重ねた
中空ロールセクションは、中空ロールセクション上の切
断キーによってプレ締りされたので、前の中空ロールと
繋げられ、まっすぐに順番にスチールロールに吊り乗せ
られた。第一中空ロールセクションのシール底部がスチ
ールロールの底部に達した後、最後の重ねた中空ロール
の一部を水上に露出することを確保する；スチールロー
ルと中空ロールの間の隙間を完全に埋めるようにコンク
リートを注ぐ。コンクリートが固まった後、スチールロ
ール内の中空ロールと一体化にされた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水上プラットフォーム、特に海上プラットフォームに使用される水底固定用中空ロール
の施工方法であって、この方法は以下の内容を含んでいる：
ａ）内径が中空ロールよりやや長いスチールロールを水底の支持層まで打ち込み、固定す
る。
ｂ）スチールロールの底部まで、スチールロールの内部の水底沈積物を掘出す。
ｃ）シールした底部を有す第一中空ロールのセクションを水面から、真っ直ぐに下へ向い
て上述したスチールロールに吊り乗せる。この過程で、重ねた中クロールセクションは上
述した中空ロール上の切断キー構造によってプレストレストされて、前の中空ロールセク
ションと繋げられる。下向いて、順番で上述したスチールロールに吊り乗せ、上述した第
一中空ロールセクションの底部を上述したスチールの底部までに達した後、最後の重ねた
中空ロールセクションの一部を水面で露出することを確保する。
ｄ）スチールロールと中空ロールの間の隙間を完全に埋めるためにコンクリートを注ぐ。
コンクリートが固まった後、スチールロールはその内の中空ロールと一体化にされた。
ｅ）水底の付近に上述したスチールロールを切断する；
   そのうち、上述したステップe)は、上述したステップb）の後、c）の前に実施される
。または、上述したステップd）の後に実施される。
【請求項２】
　水上プラットフォーム、特に海上プラットフォームに使用される水底固定用中空ロール
の施工方法であって、
ａ）内径が中空ロールよりやや長いスチールロールを水底の支持層まで打ち込み、固定す
る。
ｂ）スチールロールの底部まで、スチールロールの内部の水底沈積物を掘出する。
ｃ)底部がシールされた中空ロールの全部を水面から下へまっすぐに移動し、上述したス
チールロールに吊り乗せる。上述した中空ロールのシール底部を上述したスチールの底部
までに達す。かつ、上述した中空ロールの一部が水面で露出されることを確保する。
ｄ）スチールロール、上述した中空ロールの間の隙間を完全に埋めるようにコンクリート
を注ぐ。コンクリートが固まった後、スチールロールは、その内の中空ロールと一体化に
された。
ｅ）水底の付近に上述したスチールロールを切断する；
そのうち、上述したステップｅ）は、上述したステップｂ）の後、ｃ）の前に実施される
。または、上述したステップｅ）はステップｄ）の後に実施される。
【請求項３】
　請求項１または２に述べられた方法の特徴は、上述した第一中空レールまたは上述した
中空ロールのシール底部はテーパー型である。
【請求項４】
　上述した請求項の任意方法の特徴は、ステップc）の前に、上述したスチール底部に適
量な砂石層を埋め込むこと。
【請求項５】
　請求項１又は３又は４に述べられた方法の特徴は、上述した中空ロールセクションの端
面の間に、コンプリートを型に流し込む方法によって造られたせん断キー構造、プレスト
レスト鉄筋の通過用パイプ、プレストレスアンカのために、スペースをあらかじめで保留
する。
【請求項６】
　請求項１、３、４又は５に述べられた方法の特徴は、上述した中空ロールセクションの
端面の間に、コンプリートを型に流し込む方法によって造られた位置決めブロックをあら
かじめで設ける。
【請求項７】
　請求項１または３、４、５又は６に述べられた方法の特徴は、上述した中空ロールセク
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ションの端面の間に、コンプリートを型に流し込む方法によって造られた凹凸式の面であ
る。
【請求項８】
　請求項１、３、４、５、６又は７に述べられた方法の特徴は、上述した第一中空ロール
セクションの軸向け長さは重ねった中空ロールより長い。
【請求項９】
　請求項８に述べられた方法の特徴は、重ねた各中空ロールセクションの長さについて、
上述した各重ねた中空ロールを相続いて重ねた後、その浮力が各中クロールセクションの
総重量より大きい。
【請求項１０】
　請求項２に述べられた方法の特徴は、ステップc）の前に、上述したスチールロール底
部に適量な砂石層を埋め込む。
【請求項１１】
　前述請求項の任意方法の特徴は、上述したスチールパイプの内表面に均一に溶接された
スチール脇がある。上述したスチール脇は下向き、ロング歯状鋭角三角形である。
【請求項１２】
　水上プラットフォーム、特に海上プラットフォームの施工方法であって、上述した水上
プラットフォーム構造または海上プラットフォームは一つまたは複数の中空ロールによっ
て支えられる構造、及びガーダ―板系のプラットフォームを含んでいる。この方法は以下
の内容を含んでいる：
陸地でプレハブのプラットフォームを浮き箱によって指定水域まで運ぶ。
前述した請求項の任意方法によって、中空ロールを建築する。最後の吊り乗せ中空ロール
又は中空ロールの一部を水から露出する時、上述したプラットフォームと上述した最後の
吊り乗せ中空ロールセクションまたは中空ロールの水上部分をコンクリートによって一体
化する。
【請求項１３】
　前述請求項の任意方法の特徴は、最後の吊り乗せ中空ロール又は中空ロールのトップに
、組み合わせ用鉄筋がある。
【請求項１４】
　前述請求項１２と１３に述べられる任意方法の特徴は、上述したスチールパイプの外表
面にブラケットを設けた。高度調節可能なブラケットツールによって、上述したブラケッ
トと上述したプラットフォームの間、外したり、インストールすることができる。これに
よって、上述したプラットフォームの未固定部分を調節することができる。
【請求項１５】
　前述請求項の任意方法によって、その特徴は、上述した中空ロールまたはそのセクショ
ンの底部シーリングとパイプ壁の中に、あらかじめでチャンネルをもうけた。それによっ
て、水の下のコンクリートをパンプの圧力によってパイプ壁以外のところに排出すること
ができる。
【請求項１６】
　前述請求項１２から１５に述べられる任意方法の特徴は上述したスチールパイプの内表
面に均一にスチール脇を溶接した。上述したスチール脇は下向き、ロング歯状鋭角三角形
である。
【請求項１７】
　請求項１から１１に述べられる任意方法によって創られた水上プラットフォーム構造、
特に海上プラットフォームに使用される水底固定用中空ロール及びその施工方法。それは
、以下の内容を含んでいる：
水底の支持層まで挿し込んだスチールパイプ
シール底部付きの、コンクリート製の中空ロール本体である。シールされたその底部は上
述したスチールパイプに位置している。且つ、一部分は水面から露出する。及び
上述したスチールパイプの内表面および上述した中空ロールの本体の間に水中コンクリー
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トを注ぐ。
【請求項１８】
　請求項１７に述べられた中空ロールの特徴は、上述した中空ロール本体が複数のコンク
リート製のプレハブ中空ロールセクションを含んでいる。上述した各中空ロールセクショ
ンの間、せん断キーによって固定される。
【請求項１９】
　前述請求項１７又は１８に述べられる中空ロールの特徴は、そのスチールパイプの内表
面に均一にスチール脇に溶接してつけた。上述したスチール脇は下向き、ロング歯状鋭角
三角形である。
【請求項２０】
　前述請求項１８の特徴は、最後の吊り乗せ中空ロール又は中空ロールのトップに組み合
わせ用鉄筋がある。
【請求項２１】
　前述請求項１７から２０によると、プラットフォートの特徴は、上述した中空ロールま
たはそのセクションの底部シーリングとパイプ壁の中に、あらかじめでチャンネルをもう
けた。それによって、水中コンクリートをパンプの圧力によってパイプ壁以外のところに
排出することができる。
【請求項２２】
　請求項１２から１６に述べられる方法によって創られた水上プラットフォーム構造、特
に海上プラットフォームは、以下の内容を含んでいる：
　請求項１７から２１に述べられた一つまたは複数の中空ロールによって構成される支持
構造である；およびガーター板系に構成されるプラットフォーム。
【請求項２３】
　請求項２２に述べられるプラットフォーム、最後の吊り乗せ中空ロール又は中空ロール
のトップに組み合わせ用鉄筋がある。
【請求項２４】
　前述請求項２２と２３に述べられるプラットフォームの特徴は、上述したスチールパイ
プの外表面にブラケットを設けた。高度調節可能なブラケットツールによって、上述した
ブラケットと上述したプラットフォームの間、外したり、インストールすることができる
。これによって、上述したプラットフォームの未固定部分を調節することができる。
【請求項２５】
　前述請求項２２から２４に述べられるプラットフォームの特徴は、上述した中空ロール
またはそのセクションの底部シーリングとパイプ壁の中に、あらかじめでチャンネルをも
うけた。それによって、水中コンクリートをパンプの圧力によってパイプ壁以外のところ
に排出することができる。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は水上プラットフォーム構造、特に水上建築、海上ファンベース、海上橋など
の海上プラットフォームの海底固定用中空ロール及びその施工方法を提供する。この発明
によって、中空ロールを施工する時、大直径の摩擦杭の施工方法と海床沈積箱のインスト
ール方法を参照して、二者の長所を生かした。この発明の施工過程はドリル杭の施工と類
似している。しかし、大直径のプレハブ中空ロールを使う。それで、加圧コンクリートに
よって上述した中空ロールと臨時コファダム用のスチールパイプとの間の隙間を埋める；
この発明によって水中作業を避けることができる。ソフトソイル層の海床に対応するこの
発明は自分の長所を持つ。海底がソフトソイル層である場合、水上プラットフォームの基
礎の建築コストを大幅に減らす。そのほか、この発明で、ロールは杭ベースとして使用さ
れるので、水中ステーションを設けないで、直接にプラットフォームと固定する。それで
、大幅に海上プラットフォームの建築コストを低減した;さらに、この発明では、中空ロ
ールを陸地でプリハブ製造してから、水上で組わせて中空ロールを造るのが可能である。
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それで、セクションにするから、体積と重量は分散の原因で少なくなる。そうすると、大
型コンクリートユニットの運びコストと吊りコストを著しく減らした。そのほか、この発
明を利用すれば、ロールの中空構造によって浮力を提供されるとともに、海底ソイルに対
する負荷要求を低くする；そのほか、この発明によって、中空ロール中の空間を十分に利
用することができる。たとえば、海上プラットフォームスタッフの飲用水として雨水を貯
蔵することができある。そうすると、海上淡水飲用の問題を解決する。この類の海上プラ
ットフォームの利用は海洋資源の開発に有利である。この申請書類によって、海上プラッ
トフォームに関わる全ての発想を水上プラットフォームに応用することが可能である。専
門用語の「海底」と「水底」の意味は同じである。
【背景技術】
【０００２】
　水上資源、特に海洋資源を開発する過程で、基地に基づいて水上施設を建築しなければ
ならない。たとえば、海上風エネルギー、海洋エネルギーまたは海上シーティーを構築す
る時、基地が必要である。この類の基地は浮き式、または水底または海底に固定される基
地である。岸に近い、水が深くないところで、浮き式基地はアンカによって固定されるこ
とが難しい。いったんアンカくさりが割れたら、基地が目的なしに浮く状態になる可能性
が高い。海上使用者に危険をもたらす。それで、岸に近いところで、固定式基地を使用す
るのはいい。
【０００３】
　岸に近い海域において、沈積ソフトソイルが多い、厚さも均一ではない。本申請人の申
請号が201210034805.9のタイトルは「海上ファン、橋、海洋建物を支持する浮き力支持固
定プラットフォーム」の優先申請及びこの申請人の申請号が201210104898.8のタイトルが
「海上風電、橋と海洋建築物の局部浮き力海洋プラットフォーム及び施工方法」の優先申
請は主にソフトソイル、浅いソフトソイルなどの掘出す可能なソイルに対応する。特に、
ソフトソイル層が浅い、岩が浅い海域に適用する。
【０００４】
　基地基礎
【０００５】
　現有海上橋の基礎は一般的に重力式と杭式に分けられる。大型構造の重力式は沈箱式（
底部シール付き）と沈井（底部シールなし）式に分けられる。沈箱式の場合、支持層と海
床面に接近するのを要求する。施工過程で、おもに泥の除去の作業をする。砂石層は調整
層として利用される。沈箱を砂石層に置く。沈井式で、沈井をシール無の箱として海床に
置かれて、井の中で海底へ泥、またはソフトソイルを掘り出す。支持層まで沈井を下して
から、シーリング用コンクリートを注ぐ。作業者は井の中で作業する。沈井式の場合、シ
リング用コンクリートが大きな水圧に耐えないので、支持層を深くないところに置けばい
い。
【０００６】
　杭式の基礎は主に二つに分けられる。一つは岩嵌め式、もう一つは摩擦杭。岩嵌め式の
力受け部分は二つに分けられる。即ち、端部の力受けと岩に嵌めた杭の側面の力受け。摩
擦杭は、杭の側面と砂土の間の摩擦力によって支持される。摩擦杭は支持層が深い場合で
適合する。一般的に言えば、岩嵌め式は岩に達せるところに応用される。それに対して、
岩が深くて、達すことができないところ、摩擦杭を使用する。
【０００７】
　海上プラットフォーム基礎と海上橋の基礎との差異
【０００８】
　上述した各種基礎は殆ど海上橋の建設に由来して発展された。上部建築物がある海上プ
ラットフォームと比べて、橋基礎の重力負荷は海上プラットフォームより小さい。しかし
、橋基礎のサイド側の負荷（例えば、風、波）がロールに与えるカーブトルクは海上プラ
ットフォームより大きい。厚いソフトソイル層の中で、橋基礎はカーブトルクを主導とす
る、杭式がもっと有効。海上プラットフォームは重力負荷を主導とするので、重力沈箱式
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または沈井式に適合する。杭式も適合する可能性もある。
【０００９】
　地質環境に関する考慮
【００１０】
　岩が海床面に接近しない、または杭がたせないところではない、その場合で、杭式基礎
を利用してもいい。
【００１１】
　支持層は海床面に接近する場合、前述した申請人の申請号の201210034805.9と20121010
4898.8に記される施工方法を利用してもいい。
【００１２】
　支持層（岩じゃない）が海床面に近くないし、深くない場合、この発明の構造または施
工方法を利用してもいい。この発明では水上プラットフォームのロールを沈箱として海床
の支持層に埋める。これは、摩擦杭である同時に、沈箱である。それで、ともに負荷を受
ける。中空ロールによって提供される浮き力は一部の重力を相殺することができる。
【発明の概要】
【００１３】
　この発明の目的の一つは、ソフトソイル水域、特に近海ソフトソイル層に対して、水上
または会場プラットフォーム構造の水底または海底の固定用中空ロール、当該中空ロール
を使用する水上または海上プラットフォーム構造及びその施工方法を提供する。ずいぶん
長い一部の中空ロールはソフトソイルの中に埋められる、またはそのベースの切断面は一
般な杭ベースの切断面より大きいので、中空ロールは摩擦杭である同時に、沈箱である。
大直径の摩擦杭の施工方法と沈下海床の沈箱の施工方法の長所と合わせて利用する。その
ほか、中空ロールは浮き力によって一部の重力の負荷を相殺することができるだけでなく
、ロール内部空間を貯蔵のために使用することができる。ロールをセクションにしてプレ
ハブして、顕著に運輸と吊り乗せのコストを低減することができる；それだけでなく、水
中作業が要らないので水中施工のリスクを低減して、ロールの建築質量および施工安全性
を著しく向上した。
【００１４】
　この発明によって、水上プラットフォーム特に海上プラットフォームの水底固定用中空
ロールの施工方法を提供する。この方法は以下の内容を含んでいる：
【００１５】
　ａ）予定水域で、内径が中空ロールよりやや長いスチールロールをを水底の支持層まで
打ち込み、固定する。
【００１６】
　ｂ）スチールロールの底部まで、スチールロールの内部の水底沈積物を掘出す。
【００１７】
　ｃ）シールした底部を有す第一中空ロールのセクションを水面から、真っ直ぐに下へ向
いて上述したスチールロールの上に吊り乗せる。この過程で、重ねた中クロールセクショ
ンは上述した中空ロールにプレセットされた切断キー構造によってプレストレストされて
、前の中空ロールセクションと繋げられる。下向き方法で、順番で上述したスチールロー
ルに吊り乗せ、上述した第一中空ロールセクションの底部を上述したスチールの底部まで
に達した後、最後の吊り乗せ、重ねた中空ロールセクションの一部が水面で露出すること
を確保する。
【００１８】
　ｄ）スチールロールと中空ロールの間の隙間を完全に埋めるためにコンクリートを注ぐ
。コンクリートが固まった後、スチールロールはその内の中空ロールと一体化にされた。
【００１９】
　ｅ）水底の付近に上述したスチールロールを切断する；
【００２０】
　そのうち、上述したステップｅ）は、上述したステップｂ）の後、ｃ）の前に実施され



(7) JP 2017-508087 A 2017.3.23

10

20

30

40

50

る。または、上述したステップｅ）はステップｄ）の後に実施される。
【００２１】
　この発明の技術方案によって、すべての中空ロールをセクションにして組み合わせた後
、水上に浮ける。それによって吊り設備に対するニーズを減少した。その同時、中空ロー
ルに加圧（例えば、水を灌ぐことを通じて、加圧、加重する）することを通じて、繋がっ
ている中空ロールセクションを沈下させる。
【００２２】
　この発明によって、水上プラットフォーム特に海上プラットフォームの水底固定用中空
ロールの施工方法を提供する。この方法は以下の内容を含んでいる：
【００２３】
　ａ）予定水域で、内径が中空ロールよりやや長いスチールロールを水底の支持層まで打
ち込み、固定する。
【００２４】
　ｂ）スチールロールの底部まで、スチールロールの内部の水底沈積物を掘出す。
【００２５】
　ｃ）シールした底部を有す第一中空ロールのセクションを水面から、真っ直ぐに下へ向
いて上述したスチールロールの上に吊り乗せる。上述した中空ロールセクションの底部を
上述したスチールパイプの底部までに達した後、中空ロールセクションの一部が水面で露
出することを確保する。
【００２６】
　ｄ）スチールロールと中空ロールの間の隙間を完全に埋めるようにコンクリートを注ぐ
。コンクリートが固まった後、スチールロールはその内の中空ロールと一体化にされた。
【００２７】
　ｅ）水底の付近に上述したスチールロールを切断する；
【００２８】
　上述したステップｅ）は、上述したステップｂ）の後、ｃ）の前に実施される。または
、上述したステップｅ）はステップｄ）の後に実施される。
【００２９】
　この発明に言及される技術手段を使用すれば、スチールパイプは臨時コファダムとして
、または中空ロールを固定するために使用することができる。施工が簡単、捜査しやすい
、施工効率とスタッフの安全性を向上する。そのほか、この発明では、中空ロールは大直
径のスチール摩擦杭として使えられる。当該中空ロールの底部面積が大きいなので、沈箱
として使える。沈箱はもっと深く、もっと大きいな支持力を持つ支持層に埋められる。水
中コンクリートとスチールからなる摩擦杭によって、ともに重力を負担する。単独な沈箱
または単独な杭ベースより効率がたかい。そレだけでなく、中空ロールの内部空間が大き
いなので、水と物品を貯蔵することができる。そのほか、中空ロールのセクションのプレ
ハブ方式が異なる施工環境に対応することができる。もっとも重要なのは、この発明では
水中作業がいらない。
【００３０】
　この発明に言及された方法について、ステップｅ)は、上述したステップｄ）の後に実
施される時、中空ロールの施工を全面的に完了して、コンクリートの水中注ぎ、固まって
から、水底から露出している一部を水中で切断する。そうすると、波からの影響を避けら
れる。
【００３１】
　優先順位、上述した第一中空ロールセクションまたは上述した中空ロールのシーリング
底部がテーパー型である。それで、水中コンクリートを注ぐ時、その流動性を向上する。
【００３２】
　優先順位、第一中空ロールを吊り乗せる前に、または中空ロールを吊り乗せる前に、上
述したスチール底部に適量な砂石層を埋め込む。それで、水中コンクリートを注ぐ時、そ
の流失を避けられる。
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【００３３】
　優先順位、上述した中空ロールセクションの端面の間に、コンプリートを型に流し込む
方法によって造られたせん断キー構造、プレストレスト鉄筋の通過用パイプ、プレストレ
スアンカのために、スペースをあらかじめで保留する。現場で、作業者は各セクションを
組み合わせるとき、プレストレストを施用する。
【００３４】
　優先順位、上述した各中空ロールセクションの端面はコンクリートで造られた凹凸位置
決めスペーサがある。これによって、各中空ロールセクションの間の同心性を保障するこ
とができる。
【００３５】
　優先順位、上述した各中空ロールセクションの端面はコンクリートで造られた凹凸面で
ある。それによって、中空ロールの内外のシール性を確報する。
【００３６】
　優先順位、上述した第一中空ロールセクションの軸向け長さはほかの重ねた中空ロール
の各セクションより長い。それで、水の中の第一中空ロールのセクションは充分の浮き力
を提供することができ、中空ロールの最初のセクションを組み合わせることによりもたら
す重量変化を平衡する。
【００３７】
　この発明は水上プラットフォーム、特に海上プラットフォームの施工方法を提供する。
上述した水上プラットフォーム構造または海上プラットフォームは一つまたは複数の中空
ロールによって支えられる構造、及びガーダ―板系のプラットフォームを含んでいる。こ
の方法は以下の内容を含んでいる：
【００３８】
　陸地でプレハブのプラットフォームを浮き箱によって指定水域まで運ぶ。
【００３９】
　前述した特許に要求される任意方法によって、中空ロールを建築する。最後の吊り乗せ
中空ロール又は中空ロールの一部を水から露出する時、上述したプラットフォームと上述
した最後の吊り乗せ中空ロールセクションまたは中空ロールの水上部分をコンクリートに
よって一体化する。
【００４０】
　優先順位、最後の吊り乗せ中空ロール又は中空ロールのトップに組み合わせ用鉄筋があ
る。
【００４１】
　優先順位、上述したスチールパイプの外表面にブラケットを設けた。高度調節可能なブ
ラケットツールによって、上述したブラケットと上述したプラットフォームの間、外した
り、インストールすることができる。これによって、上述したプラットフォームの未固定
部分を調節することができる。
【００４２】
　優先順位、上述した中空ロールまたはそのセクションの底部シーリングとパイプ壁の中
に、あらかじめでチャンネルをもうけた。それによって、水の下のコンクリートをパンプ
の圧力によってパイプ壁以外のところに排出することができる。
【００４３】
　優先順位、上述したスチールパイプの内表面に均一にスチール脇を溶接してつけた。上
述したスチール脇は下向き、ロング歯状鋭角三角形である。上述したロング歯状鋭角三角
形は下向き、水中コンクリートとスチールパイプの間の粘着力を増加することができる。
それで、上述したスチール脇の設置は中空ロールまたはそのセクションのスチールパイプ
内部の吊りこみに影響しない。
【００４４】
　 優先順位、この発明は水上プラットフォーム構造、特に海上プラットフォームに使用
される水底固定用中空ロール及びその施工方法。それは、以下の内容を含んでいる：
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【００４５】
　スチールパイプを水底の支持層まで挿し込む。
【００４６】
　シール底部付きのコンクリート製の中空ロール本体である、そのシール底部は下向きの
方向で上述したスチールパイプに位置している。且つ、一部分は水面から露出する。及び
【００４７】
　上述したスチールパイプの内表面および上述した中空ロールの本体の間に水中コンクリ
ートを注ぐ。
【００４８】
　優先順位、上述した中空ロール本体は複数のコンクリートのプレハブ中空ロールセクシ
ョンを含んでいる。上述した各中空ロールセクションの間、せん断キー構造のプレストレ
スとによって固定される。
【００４９】
　優先順位、上述した中空ロールの本体のシーリング底部はテーパー型。
【００５０】
　この発明を利用すれば、スチールパイプを臨時コファダムとして使用される。作業する
時、中空ロール摩擦杭の一部とする。中空ロールは杭ベースである同時に、ステーション
構造のロールである。杭ステーションはプラットフォーム構造。この緊密な構造によって
、複雑な中間ステップを省略することができる。深く埋蔵された中空ロールの容積も大き
い。雨水の貯蔵用容器として使えるし、プラットフォーム上のスタッフに供給することが
できるし、多くの水供給問題を解決することができる。水の貯蔵をしなければ、ほかのも
のを貯蔵してもいい。水中作業もないので、水中施工のリスクを減少して、ロールの建築
質量及び施工安全性を向上した。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
　以下の詳細説明と、図面を合わせて、全面的に上述した発明内容及びほかの関連内容を
理解してください。
【００５２】
　図１（ａ）から（ｃ）は、スチールパイプを海底支持層までに打ち込む過程、スチール
パイプ内部で砂石を掘り出して、さらにまた埋めこむこと、スチールの切断ステップを示
した。
【００５３】
　図２は、浮き箱によって、プラットフォームをスチールパイプの上で漂わせる過程を示
す。
【００５４】
　図３はプレハブ中空ロールの第一セクションをスチールパイプの中に吊りこむ過程を示
す。
【００５５】
　図４はほかの中空ロールセクションの吊り合わせ過程を示す。
【００５６】
　図５は吊り合わせた各中空ロールの状態を示す。
【００５７】
　図６は中空ロールセクションとスチールパイプの間のコンクリートを示す。
【００５８】
　図７は浮き箱を移した後、施工完了の水上プラットフォーム構造を示す。
【００５９】
　図８は施工船舶がスチールを沈下する過程を示す。
【００６０】
　図９は施工船舶の作業現場で、海底に振動させ、排出したスチールパイプ内の砂石と泥
を示す。
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【００６１】
　図１０は海床より高いスチールパイプを切断したことを示す。
【００６２】
　図１１はこの発明のもう一つ実例を示す。それは、あるプレハブ中空ロールの施工現場
を示す。
【００６３】
　図１２は図１１に示される中空ロールとスチールパイプの間のコンクリート注ぎを示す
。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　この申請の各図面の中で、構造同じ、または効能類似の機能は同じ図面によって示され
る。
【００６５】
　本明細書では、限定性ではなく、ただ示範性で、本発明によって造られる水上プラット
フォーム構造の水底固定用中空ロール、中空ロールを使用するプラットフォーム及びその
施工方法を説明する。ここに言及される水上プラットフォームは湖上など水上建築物また
は、海上ファンー、海上橋などである。この発明に検討された中空ロールはコンクリート
鉄筋製のプレハブ中空ロールであり、直径が約８から１０メートル、またはその以上。そ
のほか、この発明の技術方案はソフトソイルベースの水底に適用する。
【００６６】
　以下の内容はただ近海海域を例として説明する。しかし、この分野の技術者は関連技術
をほかの水域に応用する可能性もあるということを知るはずである。そのほか、この発明
にて言及される施工は当該分野の現有適用施工船舶によって施工される。それゆえ、この
明細書の中では、具体的な施工方法と設備の紹介は省略する。
【００６７】
　図１（ａ）に示めしたように、まず中空ロールを使用する海域で、振動設備105によっ
て、スチールパイプ101を振動させ、海底2まで打ち込む。例えば、図８は施工船舶及び振
動設備105を利用してスチール101を海底2までに打ち込むことを示した。
【００６８】
　以下の説明の中で、限定性ではなく、示範性で二つのスチールパイプ101を示した。各
スチールパイプ101は全体なもの、またはセクションに分けて溶接して作られたものであ
る。スチールパイプの内壁の表面に均一にスチール脇を溶接した。各スチール脇は内表面
から外へ伸び出す。優先順位、上述したスチール脇はロング三角形歯状104（図1の詳細図
をご参照ください）である。そのうち、ロング三角形脇の鋭角は垂直で下向き。それによ
って、水中コンクリートとスチールパイプとの間の粘着力を増加するだけでなく、スチー
ルパイプを海底に打ち込む時、その抵抗力を減少することができる。優先順位、上述した
スチール脇は内表面から伸び出す程度は中空ロールを順調にスチールパイプ101に吊りこ
むことを影響しない。スチールパイプ101の内径は中空ロールの外径より大きい、または
やや大きい。スチールパイプ101をまっすぐに海底2に打ち込む。たとえば、適合な支持層
5カ所がある場合、振動しえて打ち込む時、図８に示したように、ニーズによって施工船
舶を利用して、同時にスチールパイプ101の中の泥と砂石を掘り出すことができる。
【００６９】
　図１（ｂ）に示したように、スチールパイプは海面１から露出する。図面１（ｂ）に示
した状態で、スチールパイプ101は臨時コファダムとして使えるし、本技術分野で熟知さ
れる掘り機械によってスチール101の中の砂と石を掘り出す。図９は施工船舶を例として
、示範性でスチール101の方向に沿ってスチール101の内部の砂と泥を掘り出す。スチール
101の埋め深度によって、支持層5まで掘ることが可能である。さらに、図１（ｂ）に示し
たように、具体的な海底海床の土質によって、オプションとして適量な砂石を砂石層102
に埋め込む。スチール101の底部に土を埋める時、大きな隙間が現れる可能性がある。そ
れによって、次のステップで水中コンクリートを注ぐ時、大量なコンクリートの流失を避
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けられる。
【００７０】
　スチール101の内部を清掃した後、図１（ｃ）に示されるように、スチールパイプ101が
海底2に近づく位置に、スチール101を切断する。図１（ｃ）に示されるように、スチール
パイプ109を切断する。たとえば、図１０は切断したスチールパイプ109のセクションであ
るスチールパイプ101を示す。
【００７１】
　その後、浮き箱31はプラットフォーム11を負って、スチール101の上に移す。浮き箱31
は本技術分野で熟知される一切な適用浮き箱と作業船を指す。プラットフォーム11はスチ
ール支持構造32によって浮き箱31のトップ表面の上に支えられる。プラットフォーム11は
インストール施工のプラットフォームとしてもいい。
【００７２】
　プラットフォーム11の上に、複数な開口61を設けた。図２の中に、二つの開口61を設け
た。それに、開口61の内径は中空ロール（セクション）の外径よりやや長い。
【００７３】
　さらに、図３に示されるように、プラットフォーム11上のすべての開口61の周りに囲め
構造62を設ける。それによって、コントロール力を追加する。それで、組み合わせるとき
、水上の中空ロールセクションはただ上述した開口の中に上下に移動しかない。この図で
、第一中空ロールセクション1Aは適用な船舶によって浮き箱31まで運んで、プラットフォ
ーム11上の開口61に吊り乗せる。浮き箱31がスチール101の上にある時、その開口と施工
プラットフォーム11の開口61はスチールパイプ101の開口と一致することをスチール101と
浮き箱31にインストールされたモニタ設備によって確保しなければならない。その後、ク
レーン（（表明しない）によって、中空ロールセクション1Aをまっすぐにスチールパイプ
101の開口に載せる。
【００７４】
　具体的に言えば、図４に示されるように、上述した吊り操作を経た後、第一中空ロール
セクション1Aはプラットフォーム11の開口61で浮き上がった後、第二中空ロールセクショ
ン2Aを浮き箱31の上に運ぶ。さらに、囲め構造62を通じて、第一中空ロールセクション1A
の上に置く
【００７５】
　陸地上の工場でプレハブする時、第一中空ロールセクション1Aと第二中空ロールセクシ
ョン2Aの二つの端面は本分野の技術者に熟知されるコンクリート流しによって造られる凹
凸面である。それによって、そのシール性を確保する。すなわち、一つの中空ロールセク
ションの端面は凹面、もう一つの中空ロールセクションの端面は凸面。その二つの面は接
したら、良好で中空ロールの内外隔離性を実現する。本分野の技術者が考えたほかの適用
シール構造もこの発明の二つの中空ロールセクションの端面に応用される。そのほか、第
一中空ロールセクション1Aと第二中空ロールセクション2Aの壁の組み合わせ端面に均一に
点在されているせん断キー構造は既にこの分野で熟知されている。たとえば、凹凸せん断
キー及び、プレストレスとを提供する太い鉄筋の通過用穴、チャンネル、プレストレスア
ンカをインストールすることに応用される空間は、現場で作業者はプレストレスを施用し
た後、その二つの中空ロールセクションをしっかりして繋げたために設けた。そのほか、
二つの中空ロールセクションを予定設計によって校正する。二つの端面の上に、コンクリ
ートを流すことによって造られた凹凸位置決めスペーサを設ける。
【００７６】
　第一中空ロールセクション１Aがプラットフォーム11の開口61の中の水で浮き上がる場
合、第二中空ロールセクション2Aは第一中空ロールセクション1Aの上に置かれた。作業者
はこの二つのセクションの間に防水層を設ける。たとえば、エポキシ樹脂製の防水層。さ
らに、二つのセクションの間にプレストリストを施用する。そうすると、二つのセクショ
ンはしっかりして接着される。その後、上述した方式によって、中空ロールの浮き力の増
加と減少によって、まっすぐに、ほかのプレハブ中空ロールセクションの3A、4A、5A、6A
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、7A、8A、・・・nA組み合わせ続ける。
【００７７】
　しかし、図５に示したように、パイプ(未表明）をスチールパイプ101の底部に繋げ、水
中コンクリート107（図６参照）を注ぐ。それだけでなく、コンクリートによって加圧す
ることができる。圧力の影響で、コンクリートを下から上へ、中空ロールセクション1Aか
ら6Aがスチールパイプ101との間の隙間を埋める。各ロールセクションの中にあらかじめ
でチャンネルを設け、コンクリート加圧を通じてすべての空間を埋めることができる。コ
ンクリートがスチールパイプ101から溢れると、注ぐことをやめる。水中コンクリートが
固まった後、スチールパイプ101内の各中空ロールセクションとスチールパイプ101は一体
化にされた。その後、図６に示したように、スチールロッド112、ジャック113によってプ
ラットフォーム11の水平レベルを調整する。それによって、最後の中空ロールセクション
(今回の実施例の中で、8Aを指す）に鉄筋を乗せる位置の水平位置を処理する。もし、当
該中空ロールセクション8Aはプラットフォーム11の底部より高ければ、余剰の部分を切り
離せばいい。その後、プラットフォーム11の開口61にあらかじめで埋めた鉄筋スリーブに
鉄筋を載せ、プラットフォーム開口61の中にコンクリートを注ぐ。それで、中空ロールは
プラットフォーム11と接続することができる。コンクリートがある強度で固まった後、支
持用スチールロッド112、ジャック113、囲め構造62を外して、浮き箱31を移す。ここまで
、図７に示されたように、この発明での海上プラットフォームの建設は完了する。
【００７８】
　図６に示されたように、オプションとして、あらかじめでスチールパイプ101の外表面
の適合な位置に複数のブラケット111を溶接することが可能である。この発明の師範性実
施例の中で、スチールパイプ101のブラケット111はちょうどう海底2の位置よりやや低い
。複数の支持用スチールロッド112はプラットフォーム11に応用される。たとえば、各支
持用スチールロッド112とプラットフォーム11の間に、高度調整可能なブラケットツール
がある。たとえば、ジャック113、上述した施工過程で、プラットフォーム11の調節に応
用される。
【００７９】
　図４から６まで、浮き力によってロールセクションの吊り乗せ設備に対する要求を低く
することができる。第一中空ロールセクション1Aは、ほかの中空ロール2Aから8Aより著し
く短く造られる。この発明の技術方案によると、それは第一中空ロールセクション1Aが最
小許可長さである時、ほかの各中空ロールセクション2A～8Aの最大許可長さを計算する。
そうすると、各中空ロールセクションに対して施工する時、吊り乗せがいらなく、充分の
浮き力によって支持することを保障する。
【００８０】
　本分野の技術者は、中空ロールの施工建設を考慮する時、図５に示されるようにプラッ
トフォーム11と繋げるステップを省略することができる。コンクリートが固まった後、関
連部品を撤去する。それで、この発明の海上プラットフォームの固定用中空ロールの施工
建設を完了する。その後、本分野の技術者に知られたほかの手段によって、海上プラット
フォームのガーター板系の部分と中空ロールの施工建設を完了する。
【００８１】
　そのほか、施工現場で、図２に示されたように、スチールパイプ101を海底2から差し出
す小さいな一部を切断しなくてもいい。スチールパイプ101が海底2から差し出す部分を即
時に切断しなくてもいい。それで、下向き吊り乗せの各中心ロールセクションの良好引導
を提供する同時に、施工過程で波が中空セクションへの影響をさけられる。各中空ロール
セクションは適合な位置に吊り乗せた後、上述したようにコンクリートを注ぎ、さらに海
底2の付近にスチール101を切断する。
【００８２】
　水上プラットフォーム、特に海上プラットフォームに使用される水底固定用中空ロール
及びその施工方法。この方法は以下の内容を含んでいる：
【００８３】
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　ａ）内径が中空ロールよりやや長いスチールロールを水底の支持層まで打ち込み、固定
する。
【００８４】
　ｂ）スチールロールの底部まで、スチールロールの内部の水底沈積物を掘出す。
【００８５】
　ｃ）シールした底部付きの第一中空ロールのセクションを水面から、真っ直ぐに下へ向
きで上述したスチールロールに吊り乗せる。この過程で、重ねた中クロールセクションは
上述した中空ロールにプレセットされた切断キー構造によってプレストレストされて、前
の中空ロールセクションと繋げられる。下向き方法で、順番で上述したスチールロールに
吊り乗せ、上述した第一中空ロールセクションの底部を上述したスチールの底部までに達
した後、最後の吊り乗せ、重ねた中空ロールセクションの一部が水面で露出することを確
保する。
【００８６】
　ｄ）スチールロールと中空ロールの間の隙間を完全に埋めるようにコンクリートを注ぐ
。コンクリートが固まった後、スチールロールはその内の中空ロールと一体化にされた。
【００８７】
　ｅ）水底の付近に上述したスチールロールを切断する；
【００８８】
　そのうち、上述したステップe)は、上述したステップb）の後、c）の前に実施される。
または、上述したステップd）の後に実施される。
【００８９】
　この発明の技術手段を利用すれば、以下の技術成果を享受することができる。まず、こ
の発明の中空ロールは大直径の摩擦杭だけでなく、沈箱である。二種類の支持力を有する
。それで、ともに支持、または個別負担な形として設計され、双保険になる。現有の臨時
コファダム技術とステーションの施工ステップを省略できる。中空ロール、特に海上プラ
ットフォームの作業者の仕事強度及び製造コストを低減した。さらに、中空ロールの内部
空間を増大するので、将来でもっと多くの仕事と生活の必要物質を収めることができる。
さらに、この発明によると、中空ロールは陸上セクションプレハブ、海上で組み合わせる
やり方を採用するので、大幅に陸上と海上の中空ロールの運輸コストを低減した。最後、
この発明によると、水中作業がいらないので、水中施工のリスクを低減し、ロールの建築
質量及び施工安全性を向上する。
【００９０】
　そのほか、上述した実例の中で、中空ロールは各中空ロールセクションを陸地でプレハ
ブしてから、現場で組み合わせる方法によってやられると書かれている。しかし、代替実
施例の中で、本文やの技術者は端部シールの中空ロールを事前に陸地工場で組み合わせた
後、図１（ｃ）に示されたように、スチールパイプ101を施工する。その後、また図１１
に示されたように、事前プレハブの中空ロール21のシール端部を下向いて直接にスチール
パイプ101の中に差し込む。その後、図６と図７に示されたように、水中コンクリートを
注ぐ。例えば、図１２は全部のプレハブ中空ロール21の日置の中に、複数のパイプ22を埋
めた。上述したパイプはロール21の底部に集中している。コンクリートのパンプ加圧を通
じて、水中コンクリート107は中空ロール21とスチールパイプ101との間の隙間に注がれる
。これによって、現場外のパイプ繋ぎ時間を短縮し、現場施工建設のスピードを向上させ
られる。
【００９１】
　水上プラットフォーム、特に海上プラットフォームに使用される水底固定用中空ロール
及びその施工方法。この方法は以下の内容を含んでいる：
【００９２】
　ａ）内径が中空ロールよりやや長いスチールロールを水底の支持層まで打ち込み、固定
する。
【００９３】
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　ｂ）スチールロールの底部まで、スチールロールの内部の水底沈積物を掘出す。
【００９４】
　ｃ）シールした底部を有す第一中空ロールのセクションを水面から、真っ直ぐに下へ向
いて上述したスチールロールに吊り乗せる。この過程で、重ねた中クロールセクションは
上述した中空ロールにプレセットされた切断キー構造によってプレストレストされて、前
の中空ロールセクションと繋げられる。下向き方法で、順番で上述したスチールロールに
吊り乗せ、上述した第一中空ロールセクションの底部を上述したスチールの底部までに達
した後、最後の吊り乗せ、重ねた中空ロールセクションの一部が水面で露出されることを
確保する。
【００９５】
　ｄ）スチールロールと中空ロールの間の隙間を完全に埋めるようにコンクリートを注ぐ
。コンクリートが固まった後、スチールロールはその内の中空ロールと一体化にされた。
【００９６】
　ｅ）水底の付近に上述したスチールロールを切断する；
【００９７】
　そのうち、上述したステップｅ）は、上述したステップｂ）の後、ｃ）の前に実施され
る。または、上述したステップｄ）の後に実施される。
【００９８】
　ここで本発明の特定実施方式を詳しく説明したが、ただ解釈の目的で書かれたものであ
る。それゆえ、この発明の範囲に対して限定にならない。この発明の精神と範囲を外れな
いという前提で、各代替、変更と改造は構想されるものである。

【図１】 【図２】
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